
    ○東京藝術大学不忍荘使用規則 

 

平成16年４月１日    

制 定            
                                    改正  平成23年９月20日  平成25年10月24日 

平成27年５月14日           

 （趣旨） 

第１条 この規則は、東京藝術大学職員福利厚生施設（以下「不忍荘」と称する｡)

 の使用に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （目的） 

第２条 不忍荘は、本学に業務のため来学する者の宿泊並びに本学職員の福利厚生

 のための施設として使用することを目的とする。 

 （管理責任者） 

第３条 不忍荘の管理責任者は、戦略企画課長とする。 

 （使用時間及び使用区分） 

第４条 不忍荘の使用区分及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、土曜日、

 日曜日及び祝日並びに12月28日から翌年１月４日までの日は、使用させないもの

 とする。 

（１）宿泊使用   17時から翌日９時まで 

          （３泊４日を限度とする｡) 

（２）一時使用   平日９時から21時まで 

２ 戦略企画課長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、使用時

間又は使用期間を変更して使用させることができる。 

 （使用申込み） 

第５条 不忍荘を使用しようとする者（以下「使用申込者」という｡)は、原則とし

 て、使用しようとする日の３日前までに不忍荘使用申込書（様式１）により戦略

 企画課長へ申込むものとする。 

 （使用の許可） 

第６条 戦略企画課長は、前条の規定による使用申込みが適当と認めたときは、使

用申込者に対し、不忍荘使用許可書（様式２）を使用申込者に交付する。 

２ 使用申込者は、使用申込み後若しくは使用許可後にその使用を取消し、又は使

 用日時を変更する必要があるときは、速やかにその旨を届け出て、戦略企画課長

 の許可を受けるものとする。 

 （使用料） 

第７条 前条の規定により不忍荘の使用許可を受けた者（以下「使用者」という｡) 

 は、戦略企画課財務管理室に使用許可書を提示し、別に定める使用料を前納しな

ければならない。ただし、本学職員が使用する場合は、その使用料を免除するこ

とができる。 

２ 既納の使用料は、返付しない。 

 （使用心得） 

第８条 使用者は、別に定める東京藝術大学不忍荘使用心得を遵守しなければなら

 ない。 



 （使用許可の取消） 

第９条 戦略企画課長は、使用者がこの規則等に違反する行為があると認めるとき

は、使用許可を取消し、又はその使用を中止させることができる。 

２ 前項の規定による使用許可の取消し、又は使用の中止により使用者が受けた損

 害については、本学は、その責を一切負わないものとする。 

 （損害賠償） 

第１０条 使用者が故意又は重大な過失により不忍荘の施設、設備を破損若しくは

 滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。 

 （庶務） 

第１１条 不忍荘の運営に関する庶務は、戦略企画課財務管理室において処理する。 

 （雑則） 

第１２条 この規則に定めるもののほか、不忍荘の管理に関し必要な事項は、学長

 が別に定める。 

 

   附 則 

１ この規則は、平成16年４月１日から施行する。 

２ 東京芸術大学不忍荘使用規則（昭和59年９月１日制定）は、廃止する。 

      附 則 

この規則は、平成23年９月20日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成25年10月24日から施行し、平成25年７月18日から適用する。 

附 則 

 この規則は、平成27年５月14日から施行し、平成27年５月１日から適用する。 



様式１

係　員

＊決裁欄は適宜定める。

（元号）　　　年　　　月　　　日

戦略企画課長　 殿

【使用申込者】

部局等

氏　 名 　　　㊞

連絡先

　　　　　　A　　宿　　泊 　B　　会　議　等

自　　　　　月　　　　　日　　　　　時

泊又は 時間

至　　　　　月　　　　　日　　　　　時

１　教育研究 ２　研　修　　　　　３　会　議　　　　　４　その他

個　 室　　　　　桜、　　　　梅、　　　　椎 円

大広間　　　　　いちょう、　　　　　　けやき （うち消費税相当額　　　円）

職　　　　名

氏　　　　名 　他 　　　名

使　用　目　的

使　用　室　名
使
用
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職　　　名 氏　　　　　名
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使
　
　
　
用
　
　
　
者

戦略企画課長 専門員

不 忍 荘 使 用 申 込 書

記

会　議　等

所　属　部　局

使　用　区　分

下記のとおり使用したいので許可願います。

備　　　考

使　用　月　日



様式２
　No.

（元号）　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　 殿

戦略企画課長 　印

　　　　　　A　　宿　　泊 　B　　会　議　等

自　　　　　月　　　　　日　　　　　時

泊又は 時間

至　　　　　月　　　　　日　　　　　時

１　教育研究 ２　研　修　　　　　３　会　議　　　　　４　その他

個　 室　　　　　桜、　　　　梅、　　　　椎 円

大広間　　　　　いちょう、　　　　　　けやき （うち消費税相当額　　　円）

職　　　　名

氏　　　　名 　他 　　　名

不 忍 荘 使 用 許 可 書

下 記 の と お り 使 用 を 許 可 し ま す 。

会　議　等

宿　　　泊
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